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簡
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小
稿
は
、
複
雑
な
機
能
を
有
す
る
と
さ
れ
る
新
潟
県
和

島
村
八
幡
林
遺
跡
に
つ
い
て
、
そ
の
出
土
し
た
木
簡
を
中

心
と
し
て
遺
構

・
遺
物
等
の
分
析
を
通
じ
て
、
本
遺
跡
が

古
代
の
い
か
な
る
地
方
官
衛
と
し
て
の
要
素
を
備
え
、
ど

の
よ
う
な
役
割
を
果
し
た
か
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
こ
と
と
す

る
。
ま
た
、
人
幡
林
遺
跡
の
検
討
を
通
じ
て
、
古
代
の
地

方
官
衡
は
、
そ
の
多
機
能
な
側
面
に
着
日
し
、
多
角
的
視

点
か
ら
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
み
た

い
。人

幡
林
遺
跡
を
検
討
す
る
上
で
重
要
な
点
は
、
遺
構
の

時
期
変
遷
と
、
遺
構
配
置
さ
ら
に
遺
跡
の
全
体
構
成
と
い

う
二
つ
の
視
点
で
あ
る
。

一　
人
幡
林
遺
跡
第

一
。
二
号
木
簡
の
概
要

田
　
第

一
号
木
簡
―
―
郡
符
木
簡

八幡林遺跡木簡と地方官衛論
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第 1図 八幡林遺跡遺構配置図 (和島村教育委員会作成)



狙
肩

　

ち

咎

猪

小
卜
彦
Я
才
″
「

ス
方
舛

〕旬
孝

朋

方

溜
勇

・ゑ
江
咎
ち
を
Ｂ
技
あ

「郡
司
符
　
主目
海
郷
事
少
丁
高
志
君
大
虫
右
人
其
正
身
率

「虫
大
郡
向
参
朔
告
司
醐
ギ
申
賜
符
到
奉
筋
秋
陥
雄
哺
菰
峨
�
絹
剛
国
」

い
∞
伽
×
∞
卜
×
枷

ズ
表
）郡
司
符
す
　
主目
海
郷
の
事
、
少
丁
高
志
君
大
虫
　
右
人
正
身
を
率
い

よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

ズ
裏
）虫
大
　
郡
に
向
参
し
朔
告
司
に
明
秤
い
て
申
し
賜
へ
　
符
到
ら
ば
奉

行
せ
よ
、
火
急
使
高
志
君
五
百
嶋
　
九
月
廿
八
日
主
帳
丈
部
口

凹
　
」

三
つ
の
断
片
を
接
合
す
る
と
、
原
状
の
約
六
〇
セ
ン
チ
の
長
大
な
完
形
木
簡

と
な
る
。

文
意
は
蒲
原
郡
司
が
青
海
郷
に
あ
て
た
文
書
で
、
高
志
君
大
虫
に
越
後
国
府

に
参
向
し
て
、
十
月

一
日
に
行
わ
れ
る
告
朔
の
儀
式
に
出
席
す
る
こ
と
を
求
め

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
長
大
な
形
状
を
と
る
点
は
、
単
な
る
召
喚
状
で
は
な

く
、
過
所
木
簡
と
し
て
の
性
格
も
兼
ね
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
木
簡
の

発
見
さ
れ
た
人
幡
林
遺
跡
は
古
代
の
古
志
郡
内
と
み
て
よ
い
が
、
木
簡
の

「青

第
２
図
　
郡
符
木
簡
―

第
１
号
木
簡
実
測
図

（新
潟
県
和
島
村
教
育
委
員

会
―
『八
幡
林
遺
跡
』
第
１

集
　
一
九
九
二
年
よ
り
）

海
郷
」
は
蒲
原
郡
に
属
す
る
か
ら
、
郡
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
「郡

司
符
」
が
郡
を
異
に
し
た
場
所
か
ら
出
土
し
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
木
簡
を
所

持
し
た
者
が
蒲
原
郡
か
ら
古
志
郡
を
経
て
国
府
に
出
向
き
、

林
遺
跡
で
廃
棄
し
工
　
　
　
　
　
（と
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
帰
途
に
入
幡

た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
木
簡
の
動
き
を
知
る
上
で
重
要
な
文
言
は
、
文
末
の

「申
賜
」
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
三
上
喜
孝
氏
の
解
施
〆
最
も
妥
当
で
あ
る
と
判
断
で
き

′や
。

「申
し
た
ま

へ
」
の

「た
ま

へ
」
と
は
、
自
敬
表
現
で
は
な
く
、
受
命
者

（宛
先
人
）
あ
る
い
は
命
令
執
行
の
対
象
者

（第
三
者
）
に
姑
す
る
尊
敬
表
現
と

と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。
本
木
簡
に
見
え
る

「申
賜
」
が

「申
し
賜
へ
」
と
命

令
形
に
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
ま
た

「申
賜
」
の
対
象
が
、
郡
で
は

な
く
、
そ
の
上
級
官
司
で
あ
る
国
府
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
以
上
の
二

点
は
指
摘
し
う
る
と
い
う
。

さ
ら
に
、
こ
の
郡
符
木
簡
を
理
解
す
る
う
え
で
、
そ
の
形
状
が
注
目
さ
れ
る
。

本
木
簡
の
特
色
は
、
約
二
尺
と
い
う
長
大
な
形
状
に
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な

点
は
、
長
大
な
木
簡
に
文
字
と
文
字
の
間
に
斜
め
に
刃
物
を
入
れ
↓
三
片
に
切

0       5 cm



断
し
、
廃
棄
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
三
片
は
三
等
分
で
は
な
く
、

「…
事
／
少
…
虫
／
右
…
」
と
文
章
の
切
れ
日
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
で
切
断
さ

れ
て
い
る
点
、
意
図
的
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
廃
棄
の
し
か

た
は
、
公
的
機
関
の
恒
常
的
な
処
分
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

正
式
な
郡
符
が
こ
の
よ
う
な
長
大
な
形
を
と
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
な
り
の
意

味
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
先
の
解
釈
を
も
う

一
度

木
簡
に
即
し
て
理
解
を
示
し
て
お
き
た
い
。

命
に
応
じ
て
、
高
志
君
大
虫
は
、
木
簡
を
携
え
て
官
道
の
関
や
駅
家
を
通
り
、

国
府
へ
参
向
し
、
任
務
を
終
え
た
後
、
帰
途
に
つ
き
、
お
そ
ら
く
、
隣
接
す
る

古
志
郡
内
の
関
ま
た
は
駅
家
な
ど
の
施
設
で
廃
棄
し
た

（自
ら
の
蒲
原
郡
内
で
は

本
木
簡
は
不
必
要
）
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
人
幡
林
遺
跡
に
関
ま
た

は
駅
家
の
機
能
あ
る
い
は
城
柵
的
機
能
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

０
　
郡
符
木
簡
の
特
質

郡
符
木
簡
と
は
、
郡
司
が
そ
の
管
下
の
も
の
に
命
令
を
下
す
際
に
用
い
た
木

簡
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
全
国
各
地
で
出
土
し
た
郡
符
木
簡
の
主
な
も
の
に
つ
い
て
、
次
に

掲
げ
て
お
き
た
い
。

○
山
垣
遺
跡

（兵
庫
県
氷
上
郡
春
日
町
）

。
「符
春
部
里
長
等
　
竹
田
里
六
人
部
×

。
「春
マ
君
広
橋
　
神
直
与
□

春
マ
鷹
麻
呂
　
右
三
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（∞６じ
×
８
×
６

春
部
里
は
、
竹
田
里
と
と
も
に
丹
波
国
氷
上
郡
に
あ
っ
た
里

（六
人
部
を
里

名
と
み
る
と
、
六
人
部
里
は

『和
名
抄
』
で
は
天
田
郡
六
部
里
と
あ
る
）
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
本
木
簡
は
氷
上
郡
か
ら
春
部
里
な
ど
三
里
に
下
さ
れ
た
符
で
あ
る

(浄足糧・ 沼垂城)

蒲原郡

:子:=丘政

騒題砂丘

八幡林遺跡

今池遺跡群

第 3図 八幡林遺跡の位置と古代越後国

八幡林遺跡木簡と地方官衛論

(大家駅 )
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第 4図 山垣遺跡出土郡符木筒実測図
(『山垣遺跡発掘調査報告書』1990年 より)

こ
と
に
な
る
。
「春
部
里
長
」
等
に
宛
て
た
符
の
木
簡
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
山

垣
遺
跡
は
人
世
紀
初
頭
の
郡
の
下
級
官
衛
に
か
か
わ
る
遺
跡
か
と
さ
れ
て
い
補
．

○
西
河
原
遺
跡

（滋
賀
県
野
洲
郡
中
主
町
）

。
「郡
司
符
馬
道
里
長
令
×

。
「一ス下）　
服藤請出撃則承　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ドト伽）×∞卜×伽

こ
の
木
簡
は
、
宮
内
省
も
し
く
は
近
江
国
司
よ
り
女
子
差
点
の
命
令
を
、
野

洲
郡
司
を
通
じ
て
、
律
令
地
方
行
政
の
末
端
で
あ
る
馬
道
里
長
に
下
達
し
た
文

書
で
、
里
長
の

「里
御
宅
」
で
あ
る
可
能
性
が
出
て
き
た
西
河
原
遺
跡
で
廃
棄

さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
続
．

○
荒
田
目
条
里
遺
跡

（福
島
県
い
わ
き
市
菅
波
地
内
）

。
「郡
符
　
一上
屋
津
長
伴
マ
福
麿
　
可
□
召

右
為
客
料
充
遣
召
如
件
長
宜
承

。
「［日
日
日
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（］∞ｏ）
×
卜∞
×
∞

郡
司
か
ら
津
長
に
人
の
召
喚
を
命
じ
た
文
書
で
あ
る
。
津
に
来
客
が
あ
っ
た

の
で
、
津
長
の
管
理
下
の
扶
秒
や
水
手
、
ま
た
は
雑
役
に
従
事
す
る
津
の
周
辺

に
住
む
人
々
な
ど
が
徴
発
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
術
¨

○
屋
代
遺
跡
群

（長
野
県
更
埴
市
屋
代
）

敷
席
二
枚
　
鱒
□
升
　
芹
×

。
「符
　
屋
代
郷
長
里
正
等
　
匠
丁
根
代
布
五
段
□
夫

一
人
馬
十
二
疋
×

□
□
□
造
人
夫
又
殿
造
人
十
人
×



八幡林遺跡木簡と地方官衡論

・
醜
郷
災
急
□
□
□
者
宜
行

少
領
□
　
×

（∞Φじ
×
訊
×
∞
～

埴
科
郡
の
郡
司
か
ら

「屋
代
郷
長
里
正
等
」
に
、
郡
家
に
お
け
る
行
事
の
た

め
の
席
や
鱒
な
ど
の
物
や
、
行
事
に
使
う
建
物
の
造
営
の
た
め
の
匠
丁
の
根
代

（６
）

な
ど
と
、
造
営
の
人
夫

一
〇
人
を
出
す
よ
う
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
例
の
よ
う
に
、
郡
符
は
、
宛
所
を
明
記
し
、
宛
所
は
個
人
名
で
は
な

く
、
官
司
ま
た
は
官
司
内
の
責
任
者
宛
て
と
な

っ
て
い
る
。
里

（郷
）
長
、
里

正
、
津
長
と
あ
り
、
里

（郷
）
お
よ
び
津
の
責
任
者
宛
て
で
あ
る
。
宛
所
と
召

喚
す
べ
き
人
物
は
明
確
に
区
別
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
西
河
原
遺

跡
の
場
合
、
馬
道
里
長

（宛
所
）
と
女
丁

（召
喚
人
）
と
を
表
裏
に
分
け
て
記
載

し
て
い
る
。

一
方
、
こ
の
行
の
系
列
に
属
す
る
も
の
が
、
召
文
で
あ
る
。
召
文
木
簡
の

一

例
を
あ
げ
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

・
府
召
　
牟
儀
猪
養
　
右
可
問
給
依
事
在
召
宜
知

・
状
不
過
日
時
参
向
府
庭
若
遅
緩
科
必
罪
解
像
部
付
麟
溢
虫

ｑ
平
城
宮
木
簡
』

一
十
五
四
〕

こ
の
よ
う
に
召
文
木
簡
は
、
宛
所
の
位
置
に
召
喚
さ
れ
る
人
名
そ
の
も
の
を

記
す
と
こ
ろ
に
特
色
を
有
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
召
文
は
直
接
召
喚
人

に
宛
て
て
下
達
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
郡
符
の
よ
う
な
符
式

文
書
と
異
な
っ
て
い
る
。

次
に
郡
符
に
関
す
る
大
き
な
問
題
は
、
木
簡
の
動
き
そ
し
て
そ
の
廃
棄
で
あ

Ｚつ
。こ

の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
端
的
な
事
例
を
三
点
あ
げ
て
お
き
た
い
。

ω
　
山
垣
遺
跡
の
封
絨
木
簡

「
丹
↓
（
滞
畜
脚
米
↓
（
卜
寄
か
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∞⇔『
×
∞頓
×
Ｎ

こ
の
形
状
は
、
上
半
部
は
短
冊
形
で
あ
る
が
、
上
端
近
く
と
中
ほ
ど
に
そ
れ

ぞ
れ
左
右
か
ら
切
り
込
み
を
入
れ
、
下
端
に
向
か
っ
て
ゆ
る
や
か
に
細
め
て
、

羽
子
板
の
柄
に
近
い
形
を
呈
す
る
特
徴
的
な
形
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
文
書
送
付

に
あ
た
り
、
紐
で
封
じ
た
木
簡
と
し
て
用
い
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る

″封
絨
木
簡
″

と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
山
垣
遺
跡
の

「
丹
波
囲
氷
上
郡
」

第
５
図
　
屋
代
遺
跡
群
出
土
郡
符
木
簡

（帥
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
提
供
）



衣
口
昇
４
排
“

は
宛
名
を
記
し
た
と
判
断
で
き
る
。
こ
の
木
簡
は
、
宛
先
で
組
解
れ
て
廃
棄
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
山
垣
遺
跡
に
は
氷
上
郡
宛
の
文
書
が
届
け
ら
れ
た
と

推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
郡
符
は
、
「符
　
春
部
里
長
等
」
と
、
宛
所
が
複
数
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
春
部
里
長
の
ほ
か
竹
田
里
長
な
ど
に
も
宛
て
て
い
る
。
共

伴
し
て
い
る
木
簡
の
な
か
に
は
、
氷
上
郡
内
の

「美
和
里
」
「船
木
里
」
な
ど

に
関
わ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。

②
　
屋
代
遺
跡
群
郡
符
木
簡
の
廃
棄
方
法

［図
５
参
昭
ｕ

木
簡
の
現
状
の
形
を
み
る
と
、
下
半
部
を
欠
損
し
て
い
る
が
、
全
体
を
真
二

つ
に
割
っ
た
の
ち
、
頭
部
の
み
を
さ
ら
に
細
か
く
幅
約

一
セ
ン
チ
に
均
等
に
割

っ
て
い
る
。
こ
の
念
入
り
な
頭
部
の
切
断
は
、
「符
　
屋
代
郷
長
」
の
個
所
に

限
ら
れ
る
。
郡
司
の
発
行
し
た
郡
符
は
郡
内
で
最
高
に
権
威
あ
る
も
の
で
、
下

部
の
文
字
を
削
っ
て
し
ま
え
ば
、
再
利
用
も
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
郡
符
の
悪

用
を
防
ぐ
た
め
に
、
差
出
と
宛
所
の
肝
心
な
部
分
の
み
丁
寧
に
切
断
し
た
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
所
作
は
宛
所
で
は
な
く
、
符
の
差
出
官
司
＝
郡
司
に
よ
る
も

の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

①
　
屋
代
遺
跡
群
出
土
の
宛
所
の
異
な
る
郡
符

第
６
図
　
山
垣
遺
跡
出
土
封
絨
木
簡
実
測
図
　
　
　
　
２

３
山
垣
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

一
九
九
〇
年
よ
り
）

①

「
符

②
　
。
「符
　
余
戸
里
長

・
「日
日
日
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Φつ
×
朗
ｘ
∞

今
年
に
入
り
、
屋
代
遺
跡
群
で
も
う

一
点
の
郡
符
が
出
土
し
灯

（
）
②
）ｏ
宛

所
の
異
な
る

「屋
代
郷
長
里
正
等
」
（郷
里
制
下
）、
「余
部
里
長
」
（里
制
下
）
の

二
点
の
郡
符
木
簡
が
、
同

一
遺
跡
か
ら
出
上
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
点
の
資
料
は
、
郡
符
木
簡
が
宛
所

（里
家
、
郷
衛
な
ど
と
さ
れ
る
サ

ト
の
施
設
）
で
廃
葉
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
差
出
ま
た
は
召
喚
先
の
郡
家
お
よ

び
郡
家
関
連
施
設
に
一戻
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
明
確
な
資
料
で
あ

る
と
い
え
よ
つゝ
。

こ
う
し
た
郡
符
木
簡
の

一
般
的
傾
向
に
照
し
て
も
八
幡
林
遺
跡
郡
符
木
簡
は
、

蒲
原
郡
内
の
少
丁
を
召
喚
し
、
国
府
へ
赴
か
せ
た
後
、
帰
途
に
つ
き
、
蒲
原
郡

の
手
前
の
古
志
郡
内
の
公
的
施
設
に
お
い
て
廃
棄
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
郡
符
は
、
過
所
木
簡
と
し
て
の
機
能

も
兼
ね
備
え
て
お
り

（郡
内
あ
る
い
は
郡
界
を
越
え
る
場
合
に
お
い
て
も
）、
そ
の

木
簡
を
携
行
す
る
人
物
の
一
種
の
身
分
証
明
書
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た

屋   ~~ン
::

鎌
?  5Fm

長
里
正
等
:

:



と
い
え
る
で
あ
ろ
つゝ
。

日
　
第
二
号
木
簡
―
―

「沼
垂
城
」
木
簡

沼
垂
城

（柵
）
の
初
見
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
『書
紀
』
大
化
三

全
ハ
四
七
）

年
是
歳
条
に

「造
一一淳
足
柵
一置
二柵
戸
こ

と
あ
り
、
斉
明
紀
の
阿
部
比
羅
夫
の

遠
征
の
際
に

「淳
足
柵
造
大
伴
君
稲
積
」
（斉
明
天
皇
四

全
ハ
五
八
〉
年
七
月
四
日

条
）
が
み
え
た
後
は
、
そ
の
存
在
を
示
す
史
料
が
な
く
、
『延
喜
式
』
『和
名
類

衆
抄
』
に

「沼
垂
郡
」
が
み
え
る
の
み
で
あ
る
。　
一
方
、
大
化
四

（エハ
四
人
）

年
造
営
の
磐
舟
柵
は
、
『続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
二

（六
九
八
）
年
お
よ
び
同
四

（七
〇
〇
）
年
、
そ
の
修
理
記
事
が
認
め
ら
れ
、
人
世
紀
前
半
に
お
い
て
も
、

そ
の
城
柵
機
能
が
存
続
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
磐
舟
柵
の
南

に
位
置
す
る
沼
垂
柵
は
人
世
紀
に
入
る
頃
城
柵
機
能
を
失
い
、
通
常
の
令
制
郡

と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
第
二
号
木
簡
が
登
場
し
た
。

・
廿
八
日
解
所
請
養
老

・
□

祝
　
沼
垂
城
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Φｅ
×
（］ｅ
×
∞

小
断
片
ゆ
え
に
文
書
の
性
格
を
確
定
す
る
の
は
難
し
い
が
、
本
断
片
を
復
原

的
に
み
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

表
は

「○
月
廿
八
日
の
解
に
依
て
請
ふ
所
の
養
老
〇
年
料
…
…
」
と
解
す
る
。

裏
は

「祝
　
沼
垂
城
」
と
固
有
名
詞
の
み
で
あ
る
が
、
沼
垂
城
の
三
文
字
の
字

間
は
均
等
で
あ
る
の
に
対
し
、
「祝
」
と

「沼
」
と
の
間
は
や
や
広
い
こ
と
か

ら
、
「祝
」
を
人
名
の

一
部
、
「沼
垂
城
」
を
職
名
の

一
部
と
判
断
し
た
。
す
な

わ
ち
、
紙
と
異
な
る
木
簡
特
有
の
上

・
下
に
記
す
連
署
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
類
例
を
次
に
示
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
（８
）

門
田
条
里
制
跡

（福
島
県
会
津
若
松
市
門
田
町
）

〔物
填
ヵ
〕

・
×
□
□
税
長
等
依
法
□
□
回
　
進
了

。
×

「有
安
」
擬
大
領
日

回

「笙
麻
呂
」

寛
×

擬
少
領
同
国
×

（中ω］）
×
溺
×
“

宮
久
録
遺
跡

（神
奈
川
県
綾
瀬
市
一

露
Ｔ
マ
ヵ
〕

・
鎌
倉
郷
鎌
倉
里
□
□
□
寸
稲
天
平
五
年
九
月

・
田
令
軽

マ
麻
呂
郡
稲
長
軽
マ
真
國
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囀３
×
駕
×
Φ

５７

二
点
の
連
署

（職
名
十
人
名
）
を
上

・
下
に
記
し
て
い
る
点
を
参
考
に
す
る
　

２

八幡林遺跡木簡と地方官衛論

第 7図 「沼垂城」木簡 第 2号木簡

(『八幡林遺跡』第 1集 より)
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な
ら
ば
、
本
木
簡
は

（職
名
）
十
○
○

「祝
」
（人
名
）
十

「沼
垂
城
」
（城
司
）
十

（人
名
）

の
よ
う
な
構
成
と
推
さ
れ
よ
う
。
城
司
の
例
は
、
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三

（八
七
九
）
年
六
月
士
六
日
条
に

「秋
田
城
城
司
正
六
位
上
行
左
衛
門
少
尉
兼

権
嫁
清
原
真
人
令
望
」
以
下
、
権
大
目
二
名
、
「雄
勝
城
城
司
従
五
位
下
行
権

嫁
文
室
真
人
有
房
」
以
下
、
権
撚

・
権
大
目

ｏ
少
目
と
い
う
構
成
が
み
え
る
。

沼
垂
城
の
上
位
に
記
さ
れ
た
○
○
祝
の
職
名
が
不
明
で
あ
る
が
、
仮
に
沼
垂
城

司
と
の
連
署
と
す
れ
ば
、
国
の
機
関

（沼
垂
城
）
と
本
遺
跡
が
深
く
関
連
、
具

体
的
に
い
え
ば
、
年
料
請
求
を
解
文
を
も
っ
て
行
な
っ
た
こ
と
と
解
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
解
文
が
問
題
と
な
る
。
東
北
地
方
に
お
け
る
国
司
と
城
司
、
按
察

使

・
国
司
と
鎮
守
府

（将
軍
）
と
の
文
書
の
書
式
関
係
を
参
考
ま
で
に
簡
略
に

示
し
て
お
き
た
い
。

出
羽
国
↑
―
―
―
―
―
鎮
秋
田
城
国
司
牒

令
類
史
』
天
長
七
・
正
・
廿
八
条
）

按
察
使
↑
―
―
―
―
―
鎮
守
将
軍
牒

（『続
後
紀
』
承
和
四
。
四
。
廿
一
条
）

按
察
使
↑
―
―
―
―
―
鎮
守
府
解

（冨
一代
格
』
貞
観
二
・
九
・
十
七
条
）

陸
奥
国
↑
―
―
―
―
―
鎮
守
府
解

（冨
一代
格
』
貞
観
十
一
二
一
・
廿
条
）

出
羽
国
↑
―
―
―
―
―
秋
田
営
申
牒

ら
三
代
格
』
元
慶
二
・
十
・
十
二
条
）

右
の
例
か
ら
は
、
牒
を
原
則
と
し
て
、
解
の
場
合
も
存
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

沼
垂
城

（城
司
）
と
本
遺
跡
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
解
釈
に
し
た
が
え

ば
解
文
を
も
っ
て
年
料
を
請
求
し
た
こ
と
と
な
る
。
そ
の
点
で
は
、
秋
田
県
仙

北
町
所
在
の
払
田
柵
跡
出
土
木
簡
が
参
考
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

コ
罪
誉
軍
正
月
十
日
下
稲
日
紀

醍
解

醜
「君
入
百
世
鵠
叫ヵ〕
　

『勘
了

正
揮
昂
」咤

］
∞
『
×
］
］
×
伽

嘉
祥
二

（八
四
九
）
年
正
月

一
〇
日
、
上
級
官
司
か
ら
下
級
官
司

令
払
田

柵
し

に
、
年
料
の
稲
を
下
し
た

（「下
稲
影

こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
お
そ
ら
く
は
、
出
羽
国
府
と
そ
の
出
先
機
関

令
払
田
柵
し

に
対
す

る
下
稲
日
記

（紀
）
と
想
定
さ
れ
続
）

以
上
、
種
々
の
資
料
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
現
段
階
で
は
、
本
木
簡
は
越
後

国
司

（沼
垂
城
司
も
連
署
）
か
ら
本
遺
跡
へ
下
さ
れ
た
養
老
〇
年
料
に
関
す
る
支

給
文
書
で
は
な
い
か
と
解
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
そ
の
場
合
、
本
木
簡
が
全
体

的
に
薄
い
形
状
を
呈
し
て
い
る
点
が
気
が
か
り
で
あ
る
。

一
一　
Ｈ

。
１
地
区
の
郡
関
係
文
字
資
料

遺
構
に
限
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
各
地
で
検
出
さ
れ
て
い
る
郡
家
の

中
枢
を
構
成
す
る
郡
庁

。
正
倉

・
館

。
厨
の
各
院
と
合
致
す
る
よ
う
な
遺
構
は

認
め
ら
れ
な
い
。
Ｃ
地
区
で
検
出
さ
れ
た
四
面
廂
付
建
物
と
Ｉ
地
区
の
多
数
の

掘
立
柱
建
物
跡
が
問
題
と
な
る
。
人
幡
林
遺
跡
の
郡
家
的
要
素
は
む
し
ろ
木
簡

お
よ
び
墨
書
土
器
な
ど
の
文
字
資
料
に
よ
る
の
で
あ
る
。

な
か
で
も
、
最
も
端
的
な
資
料
は
二
点
の
封
絨
木
簡
で
あ
る
。

258
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「
＊
Ｔ
垂
那
証
磐
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
含
卜伽）
×
（］Φ）
×
∞

さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
封
絨
木
簡
は
宛
所
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

「殿
門
」
は
、
書
状
な
ど
で
相
手
を
敬
っ
て
宛
名
に
添
え
る
言
葉
と
し
て
用
い

る
も
の
で
、
実
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
文
部
少
丞
紀
堅
魚
書
生
状

ら
大
日
本

古
文
書
』
十
五
十
測
―
制
）
に

「東
大
寺
第
四
安
殿
門
」
と
あ
る
の
は
、
造
東
大

寺
司
蛤
蛾
が
都
宿
爾
雄
足
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
点
の
封

絨
木
簡
は
大
領
ま
た
は
郡
宛
の
文
書
に
付
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
す
る
墨
書
土
器
は
、
Ｈ

・
Ｉ
両
地
区
出
上
の
主
な
も
の
を
時
期

別
に
整
理
す
る
と
、
第
１

・
２
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

低
地
西
部
の
Ｈ
地
区

（道
路
遺
構
の
側
溝
）
お
よ
び
南
部
の
Ｉ
地
区
か
ら
郡
関

係
の
墨
書
土
器
が
大
量
に
出
土
し
て
い
る
。

人
世
紀
　
　
　
「石
屋
殿
」
「石
屋
木
」
「石
大
」
「石
」
「郡
殿
新
」
「古
志
」

九
世
紀
　
　
　
「石
屋
大
領
」
「
石
大
」
「大
領
」
「郡
佐
」
「郡
」

八幡林遺跡木簡と地方官衛論

第
８
図
　
封
絨
木
簡
　
第
３２
号
木
簡

名
八
幡
林
遺
跡
』
第
３
集
よ
り
）

第 1表 1992年度八幡林遺跡出土墨書上器

墨 書 点数 器 種 出土地点 年 代

郡 須・有台杯 奈良時代

大厨 須・杯

南 2

南 2 須・有台琢

大・富 須 。杯

大領

×領 須 。有台郭

厨 須・杯

石屋大領 須
・
不 I 9C前

大領

大領 須・蓋 平安時代

3 須 。lTh

他田

庄

】ヒヵ

大



第 2表 1993年度入幡林遺跡出土墨書上器

墨書名 点数 器 種 出土地点 年 代

石屋殿 須・蓋 H 8C前

郡殿新 須 i杯

石屋木

石大

石

石 ユ 須・蓋

厨 須・不

大 2 須・蓋

大 赤彩土・杯

古志 須・杯

大領 須・郭 I 9C初

大ヵ領ヵ ク

大領 ヵ

大領 須 ・ 蓋

大家騨

郡佐 須・郭

郡□

郡

田殿

南家

南ヵ家

厨 3

厨 ヵ 2 9C初

石大 土 ,大型椀

石 ヵ 須・杯

□殿

南

南 須・蓋

大 須・杯

大 須・蓋

大(異筆)大 須・郭

□殿 9C後

大

北家

山直

田中靖・小淋昌二「八幡林遺跡の意義」『新潟考古』第 5号 1994年
3月 より抜粋

「
石
屋
大
領
」
の
表
記
は
、
静
岡
県
志
太
郡
家
跡
の
墨
書
土
器

「志
大
領
」

「志
太
少
領
」
な
ど
の
例
に
照
ら
せ
ば
、
石
屋
は
郡
名
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
が
、
越
後
国
の
郡
名
と
し
て
は
古
代
の
史
料
に
全
く
み
え
な
い
。
石
屋
は
文

字
通
り
に
は
、
堅
固
な
住
居
ま
た
は
斎
屋

（イ
ハ
ヤ
）
の
意
と
な
り
、
郡
名
で

な
い
と
す
れ
ば
、
大
領
の
本
拠
地
の
通
称
の
よ
う
な
意
味
に
解
す
る
こ
と
も
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。
「石
屋
大
領
」
「石
大
」
（石
屋
大
領
の
略
）
「石
屋
殿
」

「石
屋
木

（煽
ご

な
ど
が
こ
の
意
味
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

人
世
紀
前
半
の
墨
書
土
器
に
本
遺
跡
の
所
在
す
る
郡
名

・
古
志
郡
の

「古
志
」

の
表
記
が
登
場
す
る
点
も
注
目
さ
れ
続
．

こ
の
他
に
も
、
Ｉ
地
区
出
土
の
九
世
紀
前
半
の
土
器
に

「南
」
と
数
点
あ
る

の
は
、
主
殿
を
Ｃ
地
区
の
四
面
廂
付
建
物
と
す
れ
ば
、
そ
の
南
の
低
地
の
部
分

の
掘
立
柱
建
物
群
が
相
当
す
る
。
九
世
紀
後
半
に
は
Ｉ
地
区
の
中
心
部
分
に
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H地区出土墨書土器

紗

:大

カ

＼ 7

F≡奎垂装垂ョ    当`当 8

第 9図  H・ I地区出上の主要墨書土器
(新潟県和島村教育委員会『八幡林遺跡』第 3集 1994年より)

l地区出土墨書上器
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し
た
物
品
に
関
す
る
文

「北
家
」
「北
」
な
ど
の
墨
書
土
器
が
み
え
る
の
は
、
そ
の
中
心
施
設
が
Ｉ
地
　
　
　
　
　
木
簡
も
、
前
掲
の
封
絨
木
簡
以
外
に
も
、
郡
に
進
上

区
の
さ
ら
に
南
に
移
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
　
　
　
　
書
木
簡
が
数
点
出
上
し
て
い
る

（
・４
）
つゝ
。

第
二
十
三
号

（上
下
左
右
に
欠
損
あ
り
）

〔綱
ｘ
丁
〕

□
□
日

□
六
十
五
升
□
　
　
　
　
　
　
　
〔科
濃
己

〔与
ヵ
〕
　
　
　
　
　
ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
緩

マ
八
千
万
呂
進
丁
□
国
人
口
×

合
駄
馬
廿
七
匹
□
細
丁
井
夫
十
二
人
　
夫
八
持
内
子
鮭
廿
日

□

日

回
八
千
万
呂
進
丁
神
人
浄
万
×

営
荷
取
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔山
こ

物
マ
同
Ｈ

日
□
万
呂
進
丁
□
田
□
×

鮭
同

□

〔勝
ヵ
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□

□
進
丁
日
置
衰
万
呂
持
内
子
鮭
四
隻
米

一
斗

刑
マ
ロ
ロ
進
丁
□
□
×

又
千
進
丁
能
等
豊
万
呂
持
内
子
鮭
四
隻
米

一
キ
　
　
ロ
四
同

国

（窓
ｅ
×
令
ｅ
×
ト

万
呂
進
丁
物
マ
醒
一触
昨
帥
膊
雖
饉
准
米

一
斗

×
渕
万
ヽ

郡
に
進
上
し
た
内
子

↑
」
こ
も
り
）
鮭
と
米
の
数
量
と
進
上
し
た
人
物
を
列

記
し
た

「荷
取
文
」
と
さ
れ
る
文
書
木
簡
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
量
が
記
載
さ
れ
て
い
る
貢
進
文
書
で
あ
る
。

郡
に
進
上
し
た
物
品
名
と
、

第
二
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
品
と
し
て
、
席
や
宍
肉
、
赤
色
の
大
き
な
郭
な
ど
の
組
み
合
わ
せ
は
、
神
事

「　
　
　
　
　
郡
進
上
於
席
二
枚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど
の
使
用
物
品
を
思
わ
せ
る
。
「
長
官
尊
」
は
大
領
を
表
わ
す
注
目
す
べ
き

（‐５
）

二
ヵ
〓
芭

〔Ш
串
　
　
　
回
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
記
で
あ
る
。

・
四
月
五
日
　
干
宍
姐
こ
〔臥杯
廿
口
回

赤
□
［

長
　
官
　
尊
　
□
□
備
□
回
宍
二
日

□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
　
塁
望
口
土
器

「
大
家
躍
」
と
関

（劃
）

・
□
　
　
　
□
□
進
□
口
日
日
□
日

口

回

「大
家
酵
」

□
□
進
国
Ｈ

日
□
□
国
人
□
口
日

　
　
　
　
　
（］ｏじ
×
駅
×
Ｎ
　
　
　
　
　
●
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Ｉ
地
区
出
土
の
須
恵
器
杯
蓋
の
外
面
に

「一臥
雑
肝
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。

土
器
の
年
代
は
九
世
紀
初
め
と
さ
れ
て
い
る
。
「大
家
辞
」
は

『廷
喜
式
』
盆
ハ

部
）
諸
国
駅
伝
馬
条
に

「大
家
」
駅
家
と
み
え
る
。
『和
名
抄
』
に
は
、
古
志

郡
に
大
家
郷
が
存
す
る
。
オ
ホ
ヤ
ケ
と
郡
家
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
吉
田
孝

（‐６
）

氏
が
す
で
に
触
れ
て
い
る
。

菌
田
香
融
は
、
欽
明
十
七
年
に
お
か
れ
た
海
部
屯
倉
が
発
展
し
て
の
ち
の

名
草
郡
家
と
な
り
、
そ
の
所
在
地
が
大
宅
郷
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
推
定
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
郡
家
が
大
宅
郷
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
例
も
あ
る
が
、

郡
家
が
大
家
郷
に
は
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
例
も
あ
る
。
『和
名
抄
』
に

よ
れ
ば
、
武
蔵
国
入
間
郡
に
は
大
家
郷
と
は
別
に
郡
家
郷
が
存
在
し
て
い
た

可
能
性
が
強
い
。

武
蔵
国
入
間
郡
の
例
は
あ
る
が
、　
一
般
的
傾
向
と
し
て
は
、
郡
家
は
大
宅

（家
）
郷
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
古
志
郡
の
郡
家
は
大
家
郷
に
あ
り
、
大
家
駅

家
の
所
在
地
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
人
幡
林
遺
跡
に
お
い
て
、

少
な
く
と
も
九
世
紀
段
階
に
郡
家
が
置
か
れ
、
大
家
駅
家
が
付
設
さ
れ
て
い
た

と
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

近
年
、
富
山
県
小
矢
部
市
桜
町
遺
跡
で
、
人
世
紀
中
頃
の
道
路
の
両
側
溝
の

心
々
距
離
約
六
メ
ー
ト
ル
の
道
路
跡
が
検
出
さ
れ
、
古
代
の
北
陸
道
と
想
定
さ

れ
締
．
ま
た
、
駅
家
施
設
も
そ
の
具
体
的
姿
が
明
ら
か
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

山
陽
道
の
小
犬
丸
遺
跡

（布
勢
駅
家
跡
に
比
定
）
は
、
国
道
沿
い
に
立
地
し
、
そ

の
全
体
的
景
観
は
八
幡
林
遺
跡
の
前
面
の
景
観
と
近
似
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

現
在
の
国
道

一
一
六
号
線
に
ほ
ぼ
沿
っ
た
形
で
古
代
の
北
陸
道
が
入
幡
林
遺
跡

の
前
面
を
東
西
に
走
り
、
お
そ
ら
く
は
道
路
に
面
し
て
駅
家
施
設
が
置
か
れ
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
。

０
　
関

（釧
）

越
後
国
内
の
関

（剣
）
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
全
く
史
料
で
は
そ
の
様
子
を

う
か
が
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
同
じ
辺
要
国
と
し
て
の
陸
奥
国

の
例
を
と
り
あ
げ
た
い
。

多
賀
城
跡
外
郭
西
辺
中
央
部
の
発
掘
調
査
で
発
見
さ
れ
た
木
簡

（西
辺
材
木

塀
に
伴
う
大
溝
中
出
土
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

。
「
異
韓
匝
〆
問
見
』
安
積
団
解
　
申
□
番
同
国
事

〔異
筆
１
〕

『
□
廿
〔異
筆
１
〕
Ｈ

畢
番
度
玉
前
剣
還
本
土
安
積
団
会
津
郡
番
度
還

『長
□

伎
長
□．匪
酔
ビ
□
汁
伎
□
□
二
□
□
』．褻
鮮
響ぱ
申
』

＝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔異
筆
２
〕

十
六
伎
　
椿
十
六
東
』
『法
師
　
師
　
法
師
　
法
師
ヒ

。

「
　
　
　
×
二
人
□
×

畢
上
×
　

　

〔郡
と

×
□
□
□
□
□
×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

伽毬
×
駕
×
９

（宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『多
賀
城
跡
―
昭
和
五
九
年
度
発
掘
調
査
概
報
―
堂

九
八
五
年
）

⌒
韓
捧
『
拗
【
『
博
中
期
轄
劇
剃
ψ
帯
十
に
還
る
。
安
積
回
会
津
郡
の
番
。
　
一

「玉
前
剣
」
は
史
料
に
は
全
く
み
え
な
い
。
そ
の
内
容
は
、
多
賀
城
に
当
番



勤
務
し
て
い
た
安
積
軍
団
に
所
属
す
る
会
津
郡
の
兵
士
が
、
当
番
を
畢
え
て
、

多
賀
城
の
南
、
玉
前
剣
を
度
え
て
会
津
の
地
に
遠
る
こ
と
を
安
積
軍
団
の
役
人

が
国
府
に
上
申
し
た
も
の
で
あ
る
。
玉
前
は
、
現

・
宮
城
県
岩
沼
市
南
長
谷
の

玉
崎
付
近
と
思
わ
れ
、
東
北
本
線
と
常
磐
線
が
合
流
す
る
地
で
、
古
代
に
も
山

道
と
海
道
が
合
流
す
る
こ
の
地
に
関
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

玉
前
の
地
は
、
都
か
ら
北
上
し
て
山
間
部
を
経
て
広
大
な
仙
台
平
野
へ
の
入

口
に
あ
た
る
。
木
簡
の
年
代
は
九
世
紀
前
半
頃
と
考
え
ら
れ
、
多
賀
城
が
宝
亀

十

一
（七
八
〇
）
年
に
蝦
夷
の
反
乱
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
後
の
緊
迫
し
た
情
勢

下
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
お
そ
ら
く
多
賀
城
へ
の
南
の
入
口
に
剣
を
臨
時
的
に

設
置
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
緊
迫
し
た
情
況
は
、
八
世
紀
前
半
に
お

け
る
北
の
辺
要
国
と
し
て
の
越
後
国
も
同
様
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
地
形

的
に
も
、
都
か
ら
北
陸
道
を
北
上
し
、
内
陸
の
丘
陵
地
の
間
を
抜
け
、
広
大
な

新
潟
平
野
へ
の
入
口
に
あ
た
る
の
が
、
人
幡
林
遺
跡
の
地
で
あ
る

（第
３
図
参

照
）。
軍
事
的
緊
張
下
に
あ

っ
て
、
北
陸
道
に
沿
っ
た
地
の
複
雑
な
地
形
を
と

り
込
ん
だ
施
設
と
し
て
の
人
幡
林
遺
跡
に
関

（剣
）
的
機
能
を
認
め
る
こ
と
は

そ
れ
ほ
ど
無
理
の
な
い
想
定
と
考
え
ら
れ
る
。

む
す
び
に
か
え

て

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
人
幡
林
遺
跡
は
そ
の
時
期
的
変
遷
と
空
間
構
成
に

お
い
て
複
雑
な
様
相
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
遺

跡
出
土
の
木
簡
な
ど
の
文
字
資
料
を
手
が
か
り
と
し
て
、
遺
跡
の
本
質
を
究
明

し
よ
う
と
し
た
小
稿
の
目
的
は
二
つ
の
大
き
な
視
点
に
も
と
づ
い
て
考
察
し
た
。

①
　
越
後
国
の
歴
史
的
位
置
づ
け

越
後
国
は
、
勿
論
、
大
化
三
、
四
年
に
淳
足

・
磐
舟
二
柵
を
造
営
し
、
斉
明

紀
の
阿
倍
比
羅
夫
遠
征
に
お
け
る
日
本
海
側
の
重
要
な
拠
点
と
な
り
、
さ
ら
に

文
武
期
に
は
磐
舟

（石
船
）
柵
を
修
理
し
、
大
宝
二

（七
〇
一
０
年
、
越
中
国
四

現地形図にみる玉前義」の位置

(地形図は小学館『日本列島大地図館』使用)264
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郡
を
分
割
し
、
越
後
国
に
属
さ
せ
、
越
後
国

一
国
の
体
裁
が
整
え
ら
れ
た
。
し

か
し
、
人
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
こ
の
地
が
騒
擾
状
態
に
あ
り
、
辺
要
国
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
威
奈
真
人
大
村
の
骨
蔵
器
銘
文
に
越
後
国
守

翁
続
紀
』
慶
雲
三
年
間
正
月
庚
戌
条

「以
二従
五
位
上
猪
名
真
人
大
村
・為
二越
後
守
こ
）

を

「越
後
城
司
」
（銘
文
に
は
慶
雲
三
年
十

一
月
十
六
日
除
す
）
と
し
た
こ
と
で
明

ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
次
の
点
か
ら
も
、
人
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
越
後
国
が
辺
要
国
と

み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
立
証
で
き
よ
う
。

養
老
令
の
条
文
で
は
、

○

「
戸
令
」
新
付
条

凡
新
附
ワ戸
。
皆
取
二保
證
・。
本
コ
問
元
由
・。
知
レ非
二
逃
亡
詐
冒
・。
然
後
聴
之
。

其
先
有
二
両
貫
・者
。
従
二
本
国
・為
レ定
。
唯
大
宰
部
内
。
三
越
。
陸
奥
。
石

城
。
石
背
等
国
者
。
従
二見
住
・為
／定
。
（後
略
）

○

「軍
防
令
」
帳
内
条

凡
帳
内
。
取
土
ハ
位
以
下
子
及
庶
人
一為
之
。
其
資
人
。
不
′得
レ取
二内
人
位

以
上
子
・。
唯
宛
二職
分
一者
聴
。
並
不
ゾ得
レ取
≧
一関
及
大
学
部
内
。
陸
奥
。

石
城
。
石
背
。
越
中
。
越
後
国
人
一。

（・９
）

と
あ
る
。
養
老
二

（七
一
八
）
年
に
陸
奥
国
か
ら
分
立
し
た
石
城

・
石
背
両
国

が
陸
奥
国
と
併
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
和
銅
工

（七
〓
じ
年
成

立
の
出
羽
国
で
は
な
く
、
越
中

・
越
後
国
ま
た
は
三
越
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
帳
内
資
人
に
つ
い
て
は
、

○

『続
紀
』
神
亀
五

（七
二
八
）
年
三
月
甲
子
条

又
勅
。
補
二事
業
位
分
資
人
一者
。
依
二養
老
三
年
十
二
月
七
日
格
一。
更
無
二改

張

一。

（中
略
）
其
三
関
。
筑
紫
。
飛
騨
。
陸
奥
。
出
羽
国
人
。
不
レ
得
二
補

充
・。
余
依
レ令
。

と
あ
り
、
神
亀
五
年
段
階
で
は
、
越
後
国
以
下
三
越
に
代
わ
り
、
出
羽
国
が
帳

内
資
人
の
採
用
除
外
国
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

養
老
令
は
、
周
知
の
と
お
り
養
老
二
年
に
着
手
さ
れ
、
大
体
養
老
五

。
六
年

に
は
完
成
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
石
城

・
石
背
両
国
が
陸
奥
国

と
併
記
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。
つ
ぎ
に
、
越
中

。
越
後
両
国
は

人
世
紀
初
め
ま
で
は
、
北
辺
の
国
と
し
て
東
辺
の
陸
奥
国
と
ほ
ぼ
同
等
に
扱
わ

れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
越
後
国
か
ら
和
銅
五

（七
〓
し
年
出

羽
国
が
分
立
す
る
に
及
ん
で
、
越
中

・
越
後
両
国
は
ほ
ぼ
令
制
の

一
国
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
は
新
置
の
出
羽
国
は
、
養
老
の
こ
ろ

は
い
ま
だ
国
の
体
裁
を
十
分
に
整
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

結
局
、
養
老
軍
防
令
の

「
三
関
。
大
学
部
内
。
陸
奥
。
石
城
。
石
背
。
越
中
。

越
後
」
の
規
定
が
養
老
年
中
の
も
の
と
す
れ
ば
、
養
老
か
ら
神
亀
五
年
に
か
け

て
、
陸
奥

・
石
城

・
石
背
↓
陸
奥
、
越
中

・
越
後
↓
出
羽
の
変
化
が
あ
っ
た
こ

と
に
な
ろ
う
。
越
後
国
は
、
養
老
か
ら
神
亀
に
か
け
て
は
い
ま
だ
辺
要
国
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
時
期
こ
そ
、
人
幡
林
遺
跡
の
Ａ

・
Ｂ
地
区
の
遺
構

。
遺
物
の
時
期
と
対

応
す
る
。
特
に
、
第
二
号
木
簡
の

「沼
垂
城
」
お
よ
び
本
文
中
の
年
紀
で
は
あ



る
が

「養
老
」
の
記
載
は
こ
の
期
に
相
当
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

②
　
地
方
官
衛
の
空
間
構
成

従
来
の
地
方
官
衛
研
究
は

一
定
空
間
に
密
集
し
た
画

一
的
な
構
成
を
想
定
し

す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
先
に
発
表
し
た
拙
稿

『郡
符
木
筒

―
―
古
代
地
方
行
政
論
に
向
け
て
―
―
』
で
も

「郡
符
木
簡
の
検
討
を
通
じ
て
、

は
か
ら
ず
も
、
郡
家
が
在
地
に
お
け
る
多
様
な
機
能
を
集
約
さ
せ
た

一
大
拠
点

と
し
て
存
在
し
た
こ
と
を
新
た
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
」
と

（２．
）

指
摘
し
た
。

郡
家
跡
は
基
本
的
建
物
構
成
が
正
倉
院

。
郡
庁
院

・
館
院

。
厨
院
で
あ
る
に

違
い
な
い
が
、
古
墳
時
代
以
来
、
地
方
豪
族
の
拠
点
と
し
て
、
構
築
さ
れ
た
諸

機
能
の
集
中

・
管
理
状
態
は
我
々
の
予
測
を
越
え
る
も
の
が
あ
る
。

地
方
官
衛
と
し
て
の
郡
家
と
は
、
そ
の
中
心
施
設
の
ほ
か
、
物
資
集
積
の
た

め
の
港
湾
施
設
、
主
要
官
道
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
交
易
圏
の
確
立
、
行
政
的
分
割

支
配
の
た
め
の
別
院
設
置
さ
ら
に
祭
祀
空
間
の
設
定
に
み
ら
れ
る
在
地
に
お
け

る
祭
祀
権
確
立
な
ど
の
諸
機
能
が
集
中
し
た
施
設
で
あ
る
と
い
え
る
。
国
府
所

在
郡
の
郡
家
の
あ
り
方
と
同
様
に
、
国
府
レ
ベ
ル
施
設
と
在
地
支
配
の
拠
点
と

し
て
の
郡
家
と
の
関
係
は
、
き
わ
め
て
密
接
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
八
幡
林
遺

跡
の
あ
り
方
は
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
多
機
能
な
施
設
を
有
機
的
に
結
合

・
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
成
り

立
つ
地
方
官
衛
の
実
態
究
明
は
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

人
幡
林
遺
跡
の
木
簡
は
、
本
遺
跡
の
複
雑
な
機
能
を
如
実
に
も
の
が
た
っ
て

い
る
。
人
幡
林
遺
跡
は
、
地
方
官
行
の
あ
り
方
に
つ
い
て
多
角
的
視
野
か
ら
分

析

の
必
要
性
を
我
々
に
強
く
認
識
さ
せ
る
大
き
な
契
機
と
な

っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
く
、
こ
の
点
に
本
遺
跡
の
最
大

の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。

註
（
１
）

田
中
靖
氏

「新
潟

・
八
幡
林
遺
跡
」
『木
簡
研
究
』
第

一
三
号
、　
一
九
九

一
年
。

小
林
昌
二
氏

「
八
幡
林
遺
跡
等
新
潟
県
内
出
上
の
木
簡
」
『木
簡
研
究
』
第

一

四
号
、　
一
九
九
二
年
。

な
お
、
本
木
簡
に
関
す
る
筆
者
の
解
釈
は
、　
一
九
九
〇
年
十
二
月
十
日
付

「新

潟
県
三
島
郡
和
島
村
八
幡
林
遺
跡
木
簡
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
、
和
島
村
教
育
委

員
会
に
提
出
し
た
拙
稿
に
お
い
て
、
両
氏
と
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

（
２
）

三
上
喜
孝

「
『郡
司
符
』
木
簡
の
な
か
の

『申
賜
』
―
―
新
潟
県
八
幡
林
遺
跡

出
土
第

一
号
木
簡
私
釈
―
―
」
『史
学
論
叢
』
第

一
二
号
、　
一
九
九
三
年
。

（
３
）
　

「山
垣
遺
跡
」
３
日
本
古
代
木
簡
選
』
佐
藤
宗
諄
氏
執
筆
、　
一
九
九
〇
年
）
。

（
４
）

辻
広
志
氏

「滋
賀

。
西
河
原
遺
跡
」
『木
簡
研
究
』
第

一
四
号
、　
一
九
九
二
年
。

（
５
）

側
い
わ
き
市
教
育
文
化
事
業
国

『水
簡
は
語
る
』

一
九
九
五
年
。

（
６
）

拙
稿

「郡
符
木
簡
―
―
古
代
地
方
行
政
論
に
向
け
て
―
―
」
補
註

（虎
尾
俊
哉

編

『律
令
国
家
の
地
方
支
配
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
五
年
）
。

（
７
）

働
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

。
長
野
県
立
歴
史
館
公
開
資
料

「屋
代
遺
跡

群
出
上
の
木
簡
」
全

九
九
二
年
四
月
三
〇
日
発
表
）
。

（
８
）

会
津
若
松
市
教
育
委
員
会

『門
田
条
里
制
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

一
九
九
〇

年
。

（
９
）

神
奈
川
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『宮
久
保
遺
跡
Ⅲ
』

一
九
九
〇
年
。

答
１０
）

拙
稿

「払
田
柵
跡
出
上
の
新
木
簡
に
つ
い
て
」
３
日
本
歴
史
』
第
三
五
七
号
、

一
九
七
八
年
二
月
、
の
ち
拙
著

『漆
紙
文
書
の
研
究
』
所
収
、
吉
川
訊
文
館
、　
一

九
八
九
年
）
。
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（
１１
）

旧
古
志
郡
の
古
志

・
三
嶋
郡
な
ど
の
郷
名
に
高
家

（屋
）
や
大
家

。
栗
家
な
ど
、

Ｏ
Ｏ
家

（屋
）
の
目
立
つ
こ
と
が
、
大
領
の
本
拠
地
と
し
て
の
石
屋
の
可
能
性
を

示
唆
し
て
は
い
な
い
か
。

（
・２
）

こ
の
解
釈
は
、
小
林
昌
二
氏
に
よ
る

（「
人
幡
林
遺
跡
の
文
字
資
料
」
『新
潟
考

古
』
第
五
号
、　
一
九
九
四
年
三
月
）
。

「木
」
は

「城
」

・
「柵
」
と
同
じ
上
代
特
殊
仮
名
遣
で
い
う
乙
音
で
発
音
し
、

「葛
城
」
を

「葛
木
」
で
通
用
す
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
「
石
屋
木
」
が

「石

屋
城
」
や

「石
屋
柵
」
を
意
味
す
る
表
記
で
あ
る
こ
と
を

一
概
に
否
定
で
き
な
い

と
い
う
。

（
・３
）

古
志
郡
の
初
見
史
料
は
、
宝
亀
十

一
（七
八
〇
）
年
十
二
月
二
十
五
日

『西
大

寺
流
記
資
財
帳
』
に

「高
志
郡
」
と
み
え
る
も
の
で
あ
る
。

（
・４
）

こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
例
え
ば
、
群
馬
県
太
田
市
の
清
水
田
遺
跡
の
墨
書
土
器

と
そ
の
遺
構
配
置
が
あ
げ
ら
れ
る

（群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
事
業
団

『大
田
東
部
遺

跡
群
』

一
九
八
五
年
）
。

古
代
の
集
落
遺
跡
内
で
検
出
さ
れ
た
特
異
な
掘
立
柱
建
物
跡
は
、
そ
の
建
物
付

近
か
ら
出
土
し
た
墨
書
土
器

「神
殿
」
か
ら
、
神
殿
遺
構
と
さ
れ
た
。
そ
の
神
殿

遺
構
を
中
心
と
し
て
、
東
方
か
ら
墨
書
土
器

「東
」
、
南
方
か
ら

「南
」
が
出
土

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
神
殿
を
主
殿
と
す
る
方
位
意
識
の
表
記
と
理
解
で
き

る
の
で
あ
る
。

（
・５
）

二
十
三

。
二
十
四
号
木
簡
に
つ
い
て
は
、
新
潟
県
和
島
村
教
育
委
員
会

『和
島

村
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
３
集
―
―
八
幡
林
遺
跡
』
に
釈
文
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
が
、
今
回
、
和
島
村
教
育
委
員
会
の
許
可
を
い
た
だ
い
て
再
調
査
を
行
な
い
、

新
た
な
釈
文
を
こ
こ
に
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
・６
）

吉
田
孝

『律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、　
一
九
八
三
年
。

（
・７
）

伊
藤
隆
三

「小
矢
部
市
内
で
発
掘
さ
れ
た
古
代
道
」
『古
代
交
通
研
究
』
創
刊

号
、　
一
九
九
二
年
。

（
・８
）

宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

『多
賀
城
跡
―
―
昭
和
五
九
年
度
発
掘
調
査
概

報
―
―
』

一
九
八
五
年
。

（
・９
）

石
城

。
石
背
両
国
の
存
続
は
、
確
実
な
下
限
史
料

『続
日
本
紀
』
神
亀
五

（七

二
人
）
年
四
月
丁
丑
条
で
は
、
白
河
郡
に
置
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
白
河
軍
団
が
石

背
国
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
陸
奥
国
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
十
年
に
満
た
な
い

き
わ
め
て
短
期
間
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
存
続
期
間
を
限
定
す

る
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『続
紀
』
神
亀
元
年
四
月
癸
卯
条
に
み

え
る

「坂
東
九
国
」
と
い
う
表
現
は
、
通
常
の
坂
東
八
日
に
陸
奥
国
を
加
え
た
も

の
と
考
え
る
べ
き
で
、
こ
の
と
き
ま
で
に
石
城

・
石
背
両
国
は
消
滅
し
て
い
た
と

み
ら
れ
る

（喜
田
貞
吉

「石
城

・
石
背
両
国
建
置
沿
革
考
」

一
九

一
二
年
、
今
泉

隆
雄

「陸
奥
国
の
建
国
と
郡
山
遺
跡
」
『図
説
宮
城
県
の
歴
史
』

一
九
人
八
年
お

よ
び
熊
谷
公
男

「黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
」
『東
北
学
院
大
学

。
東
北
文
化
研
究

紀
要
』
第
二

一
号
　
一
九
八
九
年
）
。

（
２０
）

拙
稿

「律
令
制
下
の
多
賀
城
」
（宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

『多
賀
城
跡

政
庁
跡
本
文
編
』

一
九
八
二
年
）

（
２‐
）

拙
稿

「郡
符
木
簡
―
―
古
代
地
方
行
政
論
に
向
け
て
―
―
」
、
虎
尾
俊
哉
編

『律
今
国
家
の
地
方
支
配
』
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
五
年
。




